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人吉市図書館管理運営システムリプレース業務公募型プロポーザル実施要領 

 

１ 事業の概要（目的） 

図書館管理運営システムは、図書管理、貸出管理、利用者管理など、図書館の運営にとっ

て欠かせない存在として、システム規模は異なるものの、現在ではほぼ全ての公立図書館で

利用されている。本市の図書館管理運営システムもこれまで５期にわたって図書館の管理

運営に利用されてきた。現在の図書館管理運営システムは、令和８年９月３０日をもって６

年間のリース期間（内、１年間再リース）が満了となるため、機器を含むシステム全般を更

新することとする。併せて、災害時や停電時におけるサーバー管理の負担軽減及びシステム

上の利用者や書籍等の情報データの保護等を図るため、前回同様、クラウド運用方式とする。 

よって、本業務に際し、図書館業務のより一層の安定・効率化及び利用者の利便性を図る

ために最適な事業者を選定することを目的とする。 

 

２ 業務概要 

⑴ 業務名 

  人吉市図書館管理運営システムリプレース業務 

⑵ リプレース対象業務 

  現行の図書館管理運営システムがリース期間満了を迎えるにあたり、ハードウェア（機

器一式）およびソフトウェアを含むシステム全体を、新たなクラウド型システムとして全

面的に更新する。 

⑶ 内容 

現行システムからのデータ抽出・移行、クラウド環境の更新、システムパッケージ製品

の導入（カスタマイズ・開発含む）、機器の導入（設置・設定）、操作研修を含む業務移行

支援、システム及び機器の運用・保守を総合的に提案するものとする。 

※システム及び機器等の詳細仕様については、別に定める「人吉市図書館管理運営シス

テムリプレース業務仕様書」による。 

⑷ 履行期間 

ア システム更新業務 

契約日から令和８年９月３０日まで 

イ システムの利用・保守・保守支援業務 

令和８年１０月１日から令和１３年９月３０日まで（５年間） 

⑸ 履行場所 

人吉市図書館 

⑹ 提案上限額 

２２，６６１，０００円（消費税及び地方消費税を含む。） 

※上記金額は更新業務（システム・ハードウェア・データ移行費・更新作業等を含む。） 
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※この金額は、提案内容の規模を示す概算経費であり、提案見積金額は、この上限を

超えてはならないものとする。上限額を超える額で提案してきた提案事業者は失格

とする。 

 

３ 選定方式 

⑴ 選定方式 

公募型プロポーザル方式 

⑵ 公募型プロポーザル方式を採用する理由 

図書館システムを取り巻く技術は絶えず進歩しており、現行システムの単純な後継を

選定するのではなく、幅広い事業者から最新の技術や多様な選択肢について提案を募る

必要がある。 

本業務は、図書館特有の専門性に加え、個人情報を取り扱う高度なセキュリティ、⾧期

にわたる安定運用など、価格のみでは評価できない要素が極めて重要である。 

以上の理由から、提案内容を価格を含め総合的に評価し、本市に最も適した事業者を選

定するため、透明性及び公平性の高い公募型プロポーザル方式を採用する。 

⑶ 本方式により期待される効果 

本方式の採用により、各事業者が有する独自の技術力や価格競争力を最大限に引き出

すことができる。 

これにより、同じ価格帯でもより高性能なシステムの構築や、操作性の向上による図書

館業務全体の効率化、ひいては市民サービスの向上といった効果が期待される。 

 

４ スケジュール 

⑴ 全体スケジュール（案） 

令和８年５月中旬～６月中旬  選定・契約 

令和８年６月下旬       移行調査準備期 

令和８年６月下旬       導入作業期 

令和８年９月下旬       システム更新完了・完了検査 

令和８年１０月１日      システム本稼働 

⑵ 契約者決定までの事務手順 

項目 日程 

公募開始及び参加申込受付開始 令和８年５月１８日（月） 

質疑受付 令和８年５月１９日（火）から 

質疑回答 随時、令和８年 5 月２５日（月）まで 

参加申込締切 令和８年 5 月２７日（水）午後５時まで 

参加資格確認通知 令和８年 5 月２８日（木） 
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項目 日程 

提案書等の提出締切 令和８年６月７日（日）午後５時まで 

１次審査結果通知 令和８年６月９日（火） 

デモンストレーション（作業部会） 令和８年６月中旬 

２次審査（プレゼンテーション） 令和８年６月中旬 

審査結果の通知・公表 令和８年６月下旬 

業務約定締結 審査結果の通知・公表後、直ちに行う。 

※日程は現時点の予定であり、変更となる場合がある。 

※１次審査結果通知から２次審査まで短期間により、参加申込者は、デモンストレーション

及びプレゼンテーションの準備をお願いする。 

 

５ 参加資格等 

⑴ 参加資格 

本プロポーザルに参加しようとする者（以下「提案者」という。）は、次に掲げる要件

を全て満たし、選定委員会においてその資格を認められた者とする。 

ア 参加表明書の提出の際において、人吉市工事等請負・委託契約に係る指名停止等の

措置要領（平成６年人吉市告示第５２号）に基づく指名停止の措置を受けていない者 

イ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない

者であること。 

ウ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条の規定による更生手続開始の申

立てがなされている者でないこと。 

エ 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条の規定による再生手続の開始の

申立てがなされている者でないこと。 

オ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条

第２号に規定する暴力団及び同条第６号に規定する暴力団員でないこと。法人の場

合は、役員等が暴力団でないこと。 

カ 国税及び地方税を滞納していないこと。 

キ クラウド型の図書館システムリプレース及び運用保守業務を元請けとして完了し

た実績を有すること。 

ク 九州内に本店、支店、営業所等の保守拠点（サポート拠点）を有し、障害発生時に

迅速に現地対応できる体制が整っていること。 

ケ プライバシーマーク、ISMS 等の情報セキュリティに関する第三者認証を取得して

いること。 

 

⑵ 提案の基本事項 
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ア 事前説明会は行わない。 

イ 本提案に係る費用は提案者の負担とする。 

ウ 辞退する場合は、辞退届【様式第１１号】を提出する。  

エ 質問は指定日までに電子メールで受付け、後日電子メールにて回答する。  

オ 本審査は、提案書及びプレゼンテーションを通じて行う。  

カ 資格審査及び本審査の結果は、個別に通知する。  

キ 提出書類は返還しない。  

ク 提出書類は、当該審査以外の目的で提案者に無断で使用しない。 

 

６ 提出書類、提出方法等 

 ⑴ 参加表明書等の提出 

ア 提出期限 令和８年５月２７日（水）午後５時必着 

イ 提出書類 正本１部、副本 1 部（副本はコピー可とする。） 

提出書類  様式 

１ 参加表明書  【様式第１号】 

２ 参 加 資 格 要 件

確認表 

 【様式第５号】 

３ 会社概要書  【様式第６号】 

４ 財務関係書類 貸借対照表、損益計算書（直近２年分） 任意 

５ 税 金 の 滞 納 が

な い こ と の 証

明書 

○国税（法人税・消費税及び地方消費税） 

税務署発行の「納税証明書その３の３」 

○市税・県税等（法人住民税、固定資産税等） 

発行日から３か月以内のもの 

写しで可 

６ 商 業 登 記 事 項

証明書 

発行日から３か月以内のもの 写しで可 

７ プライバシーマーク、ISMS 等の情報セキュリティに関する第

三者認証を取得していることの証明書 

写しで可 

ウ 提出方法 郵送又は持参  

※郵送の場合は、配達されたことが証明できる方法とすること。 

エ 提出先 人吉市図書館 

〒８６８－００１５ 人吉市下城本町１５７８－１ 

⑵ 提案者の決定及び通知 

参加資格確認結果通知書【様式第２号】により全員に通知する。また、決定した提案者

には提案書提出要請書【様式第３号】により提案書の提出を要請する。  

⑶ 質問書の提出 

ア 提出期限 令和 8 年５月２５日（月）午後５時までとし、これ以降の質問について
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は一切応じない。 

イ 提出書類 質問書【様式第７号】 

ウ 提出方法 質問書は、電子メールの提出とし、次のメールアドレスに送付すること。 

メールアドレス：toshokan@hitoyoshi.kumamoto.jp  

エ 提 出 先 人吉市図書館 

オ 回  答 令和８年５月２６日（火）までに電子メールで随時行う。 

なお、本実施要領及び仕様書の内容について全員に周知が必要なも

のについては、その質問及び回答の内容を参加表明者全員に送付する。  

⑷ 参加辞退 

ア 提出期限 令和８年６月７日（日）午後５時まで  

イ 提出書類 辞退届【様式第１１号】  

ウ 提出方法 郵送又は持参  

エ 提 出 先 人吉市図書館  

〒８６８－００１５ 人吉市下城本町１５７８－１ 

⑸ 提案書等の提出 

ア 提出期限 令和８年６月７日（日）午後５時必着  

イ 提出方法及び提出部数 

下記のウの①～②については、正本１部と併せて、電子データ（CD-R または DVD-

R）による PDF 形式で、③のシステムデモンストレーション資料等については、正

本１部、副本７部（カラーコピー可）を郵送又は持参により提出すること。※郵送の

場合は配達されたことが証明できる方法とすること。 

ウ 提出書類 

① 提案書【様式第８号】及び下記の事項を記載した資料【任意様式】 

№ 提案書記載項目 

１ 提案者の信頼性について １ 図書館管理運営システム更新に対する基本的

な考え方 

２ システムの稼働実績と提案者の導入等実績 

【様式第９号】 

２ 提案システムの概要 １ パッケージシステムの概要 

２ パッケージシステムの特徴や主な機能 

３ 提案するクラウドサービスの概要について 

４ 提案するクラウドサービスの特徴ついて 

３ 更新体制及びスケジュー

ル 

１ システムリプレースの体制 

２ プロジェクト管理 

３ システム更新スケジュール 
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４ システムリプレース １ システム更新の手法 

２ データ移行の手法 

３ 職員操作研修 

５ 本稼働後の運用保守 １ サポートに対する考え方 

２ サポート体制及びサポート内容 

３ 障害発生時の対応 

４ 法制度改正対応やバージョンアップに対する

考え方 

５ カスタマイズに対する考え方 

６ セキュリティ対策  提案システムのセキュリティ対策について 

７ 追加提案その他  追加提案、特記事項等があれば記載すること 

② 人吉市図書館管理運営システム機能仕様書兼回答書等 

別に定める「人吉市図書館管理運営システムリプレース業務仕様書」に記載してい

る以下の各種要件等の資料。 

№ 提出書類 

１ 別紙２人吉市図書館管理運営システム機能仕様書兼回答書 

２ 別紙３データセンター設備要件書 

３ 別紙 4 クラウドサービス運用要件書 

   なお、別途、人吉市図書館が配布した Excel ファイル等により作成・出力されたも

のを使用する。 

③ 人吉市図書館管理運営システムデモンストレーション資料 

   様式は自由、明細書は A4 版で作成する。「画面コピー」や「印刷サンプル」等に

より内容を分かり易く資料に表示すること。ページ及び項目が多数に及ぶ場合は、巻

頭に目次を作成する。 

エ 提 出 先 人吉市図書館 

〒８６８－００１５ 人吉市下城本町１５７８－１ 

⑹ 見積書（導入費用・運用保守費用（システム利用料含む。））  

ア 見積書【様式第１０号】に費用を記載すること。  

イ 導入費用については、各システム導入完了までに係る一切の費用を記載すること。  

ウ 運用保守費用については、令和８年１０月１日から令和１３年９月３０日までの費

用を記載すること。  

エ 見積金額は、消費税を含む額で算出し、記載すること。  

オ 任意様式にて積算内訳書を提出すること。  

カ 参考資料（パンフレット等） 

⑺ 書類作成上の留意事項  

ア 書類及び図面サイズはＡ４又はＡ３とし、サイズがＡ３より大きくなる場合は、 Ａ
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４又はＡ３に折り込むこと。  

イ 専門知識を有しない者でも理解できるよう、分かりやすい表現とすること。  

ウ 各書類にはページ番号を付すること。  

エ 見積書【様式第１０号】には必要事項を記入し、代表者印を押印後、封筒（⾧形３

号）に封入して代表者印にて封印し、１通提出すること。 

⑻ デモンストレーション 

選定委員会作業部会員に対する提案説明及び同選定委員から質疑応答のためのデモン

ストレーションを行う。 

なお、一次審査通過者へ別に定める「人吉市図書館管理運営システムデモンストレーシ

ョン実施要項」を配布する。 

⑼ プレゼンテーション  

選定委員に対する提案説明及び同選定委員から質疑応答のためのプレゼンテーション

を行う。 

なお、一次審査通過者へ別に定める「人吉市図書館管理運営システムプレゼンテーショ

ン実施要項」を配布する。 

⑽ その他  

応募者多数により２段階審査を行う場合、２次審査の対象としない提案者については、

別途参加資格確認結果通知書【様式第２号】を通知する。 

 

７ 失格事項  

本プロポーザルの提案者又は提出された提案書が次のいずれかに該当する場合は、その

提案を失格とする。  

⑴ 提案書の提出方法、提出先、提出期限に適合しないもの  

 ⑵ デモンストレーション又はプレゼンテーションを無断で欠席したもの 

⑶ 虚偽の申請を行い、提案資格を得たもの 

 

８ 審査方法及び結果通知 

⑴ 審査方法 

審査の方法及び審査基準等は次のとおりとする。 

ア 本プロポーザルの審査は人吉市図書館管理運営システムリプレース選定委員会に

おいて行う。 

イ 選定委員は、提案書ほか各提出書類、及びプレゼンテーションの内容を別に定める

「人吉市図書館管理運営システム選定公募型プロポーザル評価基準書」により評価

し、選定委員会の採点により提案者の中から第１位の者を契約候補者とする。 

なお、契約候補者が辞退した場合その他の理由により契約候補者との契約締結が

不可能となった場合は、次点者を契約候補者として再特定するものとする。 
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ウ 提案者が１者のみの場合でも審査を行い、必要な条件を満たしていれば採用する。  

エ 審査は提案者の名称を伏せて行う。提案者を特定できるような提案書の作成及びプ

レゼンテーション時の発言に留意すること。 

⑵ 審査結果 

ア 審査の結果は、決定後に審査結果通知書【様式第４号】により通知する。 

イ 審査結果に対する異議申立ては認めない。 

ウ 審査結果の公表については、人吉市が発注する契約に関するプロポーザル方式等

の実施に関する指針（平成１８年人吉市告示第１１０号）第１０条に規定する選定結

果の公表等に基づいて行う。 

 

９ その他 

⑴ 提出された書類は、本件審査以外の目的で提案者に無断で使用しない。 

⑵ 提出された書類は、人吉市情報公開条例（平成１３年人吉市条例第１号）に基づく情

報公開請求の対象となる可能性がある。 

 

１０ 契約 

⑴ 本市は、最優秀となった者と予定価格の制限の範囲内で業務委託の契約交渉を行い、

交渉が成立した場合に地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号に基づき随意契

約を締結することを原則とする。ただし、最優秀者との契約が不調となった場合は、次

点者との交渉を行うものとする。 

⑵ リース契約業者の選定については、最優秀者と約定締結後リース業者を対象とした

指名競争入札を行うものとする。 

 

１１ 事務局  

人吉市図書館  

住 所：人吉市下城本町１５７８－１  

電 話：０９６６－２４－３５１８  

ＦＡＸ：０９６６－２４－４３２９  

メール：toshokan@hitoyoshi.kumamoto.jp 


